
支担官第９８８号 

令和７年２月７日 

                                             支出負担行為担当官 

                                             防衛省大臣官房会計課 

                                             会計管理官 平下 一三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

公    告 
 

  下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 

 

記 

１．入札に付する事項 

調達番号 件    名 内容 履行場所 履行期限 

X-277 
日ＡＳＥＡＮ女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）協

力プロジェクトに関する翻訳役務 
仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和７年３月３１日 

 

２．入札方式  一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件） 

 

３．入札日時  令和７年２月２５日（火）１１：００ 

 

４．入札場所  防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室 

 

５．参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

       （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

       （３）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以上に格付けされ、関東

・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 

              （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の

者でないこと。 

       （５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売

買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

 

６．入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 

７．入札保証金及び契約保証金  免 除 

 

８．入札の無効  ５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

 

９．契約書作成の要否  要 

 

10．適用する契約条項  役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項 

 

11．そ の 他        

（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。 

（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。 

（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認め

た場合には、この限りではない。 

（４）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札及び入開札手続により実施する

ものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、

令和７年２月２０日（木）までに、下記担当者必着分を有効とする。 

 （５）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲 

 渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 

（６）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。 

受付時間 ９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く） 

 

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp 

メール件名  ：「件名：○○○」 入札案内送信依頼 



添付ファイル ：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

防衛省大臣官房会計課契約係 高原 電話 03-3268-3111 内線20814 



 

仕  様  書 
 

件名 日ＡＳＥＡＮ女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）

協力プロジェクトに関する翻訳役務 

作 成 年 月 日 
令和７年１月３０日 

防衛政策局インド太平洋地域参事官付  
 
１ 総則 

この仕様書は、第２回日ＡＳＥＡＮ女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）協力プロジェ

クトに使用予定の資料にかかる翻訳役務について規定する。 
 

２ 翻訳役務の概要 

  官側から電子媒体で提供される英文資料（別紙「翻訳委託資料一覧」）の日本語へ

の翻訳 
 

３ 履行期限 

令和７年３月３１日（月） 
 

４ 業務要領 

（１）翻訳対象及び翻訳言語 

契約相手方は、官側から電子媒体で提供される英文資料を日本語に翻訳し、翻訳

内容に確認を行う。 

（２）翻訳要領 

ア 契約相手方は、翻訳対象のあらゆる文章を正確に翻訳することとし、原則とし

て翻訳対象内の全ての図形、画像等の説明文を翻訳する（但し、アルファベット

表記、英文、記号、数字等は除く）。 

イ 訳出に際しては、翻訳対象の文書レイアウトを基準とし、可能な限りページ内

で位置調整し視認が容易な位置に配置する。 

（３）翻訳者 

翻訳者は、英語から日本語への翻訳経験を有している者とする。 

（４）点検 

 契約相手方は、翻訳後の資料を最終提出する前に、当該資料のデータを官側へ提

出し、官側によるレイアウト等の点検及び修正を受けるものとする。 

この際、官側はデータ受領後５営業日以内に修正事項を契約相手方に通知する。 
 
５ 提出物 

（１）別紙に示す提出物を官側に提出すること。提出物は電子媒体により Word 又はパワ  

ーポイントに保存して提出すること。 

（２）提出物の提出先は、別途通知する。 

 

 

 

 



６ 検査 

役務完了検査は、本仕様書に基づき防衛政策局インド太平洋地域参事官付支出負担

行為担当官補助者が実施するものとする。 
 
７ その他 

（１）契約相手方は、本件役務の実施に際し、疑義が生じた場合には、支出負担行為

担当官等と協議を行うものとする。 

（２）成果物については、官側に帰属するものとする。 

（３）本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月２

８日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定が

あった場合には、これに従うものとする。 

（４）契約相手方は、本件役務の実施により知り得た資料及び官側の業務に関する情

報について、他に漏らしてはならない。 

（５）契約相手方は、本件役務の実施に際し、官側から貸与された資料等について、

役務終了後速やかに返却すること。 

  



 

別 紙 

 

翻訳委託資料一覧 

 

 

No. ファイル名 データ形式 ページ数 文字数 

1 GENDER PEACE&SECURITY PROTOCOL pdf 29 10,489 
2 ncgm-mgat-tool pdf  30 6,562 

3 The Handbook for United Nations Field Missions  
on Preventing and Responding to Conflict-Relat pdf 170 70,856 

4 DPO gender equality and WPS resource package pdf 169 39,776 
5 DPKO DFS Guidelines pdf 49 12,250 

6 Policy preventing and responding to CRSV pdf 22 10,559 

7 Glossary_MGA pdf 15 9,002 

8 Gender Responsive UN Peacekeeping Operations Policy pdf 14 5,336 

9 Military branches tasks pdf 2 1,259 

10 Essentials for adressing violence against women pdf 2 688 
11 Military Gender Advisor (MGA) Primary Tasks pdf 3 258 

合計ページ数・合計文字数 505 167,035 

翻訳対象ページ・文字数（基準） 505 167,035 


